
 

神奈川県後期高齢者医療広域連合条件付一般競争入札等事務取扱要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、神奈川県後期高齢者医療広域連合契約規則（平成１９年規則

第１１号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、条件付一般競争入札及

び指名競争入札（以下「入札等」という。）の実施に関し、必要な事項を定める

ものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

（１）設計金額 工事及び製造の請負並びに調査、測量、設計及び監理の委託業務

で設計書、仕様書等によって積算基準に基づき算定された総額並びに役務の提

供、物品の調達、賃貸借その他の契約において市場価格を参考に算定された金

額をいい、取引に係る消費税及び地方消費税の額を含んだものをいう。 

（２）条件付一般競争入札 設計金額が規則第２６条に規定する金額を超える契約

案件について、入札参加条件を付して行う一般競争入札をいう。 

（３）指名競争入札 前号に規定する入札に参加者がいない場合又はその他の理由

により、前号に規定する入札に係る執行が行い得ない契約案件について行う競

争入札をいう。 

（４）特定ＪＶ 大規模であって技術的難度が高い工事等について、確実かつ円滑

な施工を図ることを目的として複数の業者が共同して１者として入札に参加す

る共同企業体のことをいう。 

（５）最低制限価格 規則第１６条第１項の規定により設定されるものをいう。 

 （入札参加資格） 

第３条 入札等に参加できる者は、当該入札の公告日において次の要件を満たすも

のとする。 

（１）規則第５条の３に規定する一般競争入札有資格者名簿へ登載された者である

こと。 

（２）神奈川県後期高齢者医療広域連合一般競争入札参加停止及び指名停止等措置

要綱第２条に規定する入札の参加停止及び指名停止の期間中でないこと。 

（入札参加条件） 

第４条 広域連合長は、契約の種類及び金額に応じ、経営及び信用状況、契約履行

実績、契約金額等を勘案し、入札に参加するための条件を次のとおり定めること

ができる。 

（１）当該契約に対応する営業種目 

（２）当該契約に対応する営業種目の希望順位 

（３）同種契約の実績 当該契約と同種で、かつ、同規模の契約に関する履行実績



 

が必要であると判断される契約において、実績に関する内容 

（４）特殊な技術又は機械器具等 契約の性質上特殊な技術又は機械器具等を必要

とする場合において、当該特殊な技術又は機械器具等に関する内容 

（５）許可、認可等 当該契約の履行について法令の規定により官公署等の許可、

認可等が必要な場合において、当該許可、認可等の種類 

（６）個人情報の取扱いに関する内容 

（７）その他広域連合長が特に必要と定める事項 

２  前項第１号及び第２号は、公告日現在の広域連合の事務所の所在地の市町村に

おける一般競争入札有資格者名簿の記載によるものとする。 

３ 広域連合長は、条件付一般競争入札において第１項に規定する条件を定めた場

合は、公告するものとする。 

 （ホームページに掲載する事項） 

第５条 広域連合長は、前条に規定する入札参加条件、入札案件概要書及び規則第

８条に規定する公告事項を公告後速やかに広域連合ホームページに掲載するもの

とする。ただし、ホームページに障害が発生した場合等はこの限りでない。 

 （入札参加資格確認） 

第６条 条件付一般競争入札に参加しようとする者は、入札公告に定める期日まで

に参加資格を確認するための書類を提出しなければならない。 

２ 広域連合長は、前項の規定により書類を提出した者につき、提出された書類等

により、当該契約に係る入札公告において定められた入札参加条件に適合するか

を確認し、その結果を条件付一般競争入札参加資格確認通知書により通知するも

のとする。 

３ 前項により参加資格があると認められた者については、条件付一般競争入札参

加資格確認通知書に記載された日時、場所において通知書の原本、仕様書等の資

料を受領するものとする。 

 （現場内容説明会） 

第７条 現場内容説明会は、広域連合長が特に必要があると認める場合を除き行わ

ないものとする。 

 （質疑応答） 

第８条 入札内容の質疑は、第６条第３項に基づき交付する資料に記載された日時

までに電子メールで広域連合事務局に提出することにより受け付けるものとす

る。 

２ 前項に規定する質疑の回答は、第６条第３項に基づき交付する資料に記載され

た日時までに入札参加予定者全員に電子メールで送信する。 

（最低制限価格） 

第９条 広域連合長は設定金額が2,000万円以上の工事又は製造の請負については、



 

規則第１６条第１項に定める範囲内で、契約案件ごとに最低制限価格を設けるも

のとする。 

 （入札の執行） 

第１０条 入札等の執行は、入札者が１者以上いる場合に行うものとする。ただし、

広域連合長が認めたときは第４条第１項の規定により定めた当該参加条件を変

更して再度公告を行うことができるものとする。 

 （入札回数） 

第１１条 入札に係る回数の上限は、２回とする。 

 （落札者の決定） 

第１２条 広域連合長は、開札した場合において、最低の価格をもって申込みをし

た者（最低制限価格を設けた場合については、最低制限価格以上の最低の価格を

もって申込みをした者をいう。）を落札予定者として決定する。 

２ 広域連合長は、当該落札予定者から内訳明細書等の必要書類の提出を求め、契

約の内容に適合した履行が確保できるかにつき、調査を行う。 

３  当該落札予定者が適正な契約履行がされると認められた場合は、直ちに落札の

決定を行い、規則第１９条に定める落札の通知を行う。 

４  当該落札予定者が適正な契約履行がされないと認められた場合は、直ちに当該

落札予定者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをし

た者のうち、最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を

落札予定者とする。この場合、次順位者についても落札予定者と同様の手続を行

う。 

（入札辞退） 

第１３条  入札を辞退する場合の手続は、次に掲げるとおりとする。 

（１）入札前に辞退する場合は、辞退届を提出すること。 

（２）入札中に辞退する場合は、入札書に辞退の旨を記載し提出すること。 

（無断取止めによる参加制限） 

第１４条  前条に定める入札辞退の手続を行わず入札を無断で取止めた者は、当該

入札の開札の日から起算して３０日以内に公告される入札に参加できない。 

 （委任） 

第１５条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は広域連合長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年１１月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成３０年１月１６日から施行する。 

 


